
５／1０（水）の行事

報道発表資料の配付日時 ５月２日（火） 14時00分

発 表 項 目 春の全国交通安全運動に伴う啓発事業「『るもい自転車ヘルメ
（ 行 事 名 ） ット広め隊』出発式」の開催について

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

概 要 ５月１１日（木）から２０日（土）までの１０日間は「春の全国交通安全運動」
の期間です。
本年４月から「道路交通法の一部改正」により、全ての自転車利用者に対し乗

車中のヘルメット着用が努力義務となりました。今回、改めて自転車乗車中のヘ
ルメット着用や交通ルール遵守を呼びかけるため、次のとおり「るもい自転車ヘ
ルメット広め隊出発式」を開催します。

記
１ 実施日時

５月１０日（水） １６：００～１６：３０
２ 実施場所

留萌合同庁舎 正面駐車場（留萌市住之江町２丁目１－２）
３ 主催

北海道留萌振興局、北海道旭川方面留萌警察署、
留萌地区交通安全推進協議会

４ 内容
（１）挨拶
（２）自転車利用時における留意事項等の説明・実演
（３）留萌市交通安全協会交通安全少年団及び留萌警察署管内（留萌市・増毛町

・小平町）ゆるキャラによるヘルメット着用・交通安全の宣言
（４）「るもい自転車ヘルメット広め隊」の出発
５ 「るもい自転車ヘルメット広め隊」について

「るもい自転車ヘルメット広め隊」は留萌地域の小・中学校、高校や各団体
の有志により本行事のために編成されました。
［参加団体（予定）］
留萌市交通安全協会交通安全少年団、留萌中学校、留萌高校、
陸上自衛隊留萌駐屯地、北海道留萌振興局

６ その他
雨天の場合は、規模を縮小して、留萌合同庁舎 ２階 講堂で実施します。

参 考 ○ 地域の子ども・大人が一体となった自転車の出発式は「留萌管内で初めて」、
「道内でも稀」な行事となっています。

報 道 ( 取 材 ) ○ 留萌警察署からも同時に報道発表されています。
に 当 た っ て ○ 自転車のヘルメット着用を広く道民に呼びかけるため、積極的な報道をお願
の お 願 い いします。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 留萌振興局 保健環境部 環境生活課（課 長 大月 淳 ）
（ 連 絡 先 ） （道民生活係長 木村 八州久）

TEL ダイヤルイン 0164-42-8429 内2950（環境生活課長）
0164-42-8430 内2964（同課道民生活係長）


